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2026年診療報酬改定で褥瘡管理はどう変わる？

―医療機関・介護施設・在宅・地域連携―

事業管理本部
高水 勝
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2026-D

第23回日本褥瘡学会九州・沖縄地方会学術集会
教育講演3 2026年5月9日 10：50～11：40

学会HP公開版

当日の講演スライドに
参考スライドを追加しています。

４分割になっています。
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地域連携

◆介護施設の理解

◆在宅・連携関連

◆ICTによる情報共有

◆在宅で医療機器関連
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在宅での医療安全の推進

厚生労働省 2026年3月5日 00_令和８年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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ストーマ外来で算定する
在宅療養指導料が

オンラインでも可になる

厚生労働省 2026年3月5日 00_令和８年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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患者情報の共有の推進

厚生労働省 2026年3月5日 00_令和８年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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退院後訪問指導料
WOC／特定看護師

による同行訪問看護
専門管理加算 在宅患者訪問褥瘡管理指導料

点数

●580点（1日）
・退院後１か月以内に限り、５回を限
度として算定する。

●1285点（月一回）
・皮膚・排泄ケア認定看護師（WOC)／特
定看護師（創傷管理関連）を訪問させて、
他の保険医療機関の看護師・准看護師又は
訪問看護ステーションの看護師・准看護師
と共同して同一日に看護又は療養上必要な
指導を行った場合に算定する。

・緩和ケア認定看護師等も可

●250点（月一回）
・通常の訪問看護の費用に加算する。

●750点（一回）
・初回訪問から起算して、当該患者１人について６月以内に限
り、カンファレンスを実施した場合に３回を限度に所定点数を
算定することができる。なお、当該指導料を算定した場合、初
回訪問から１年以内は当該指導料を算定することはできない。

●20点（一回のみ）
・在宅療養を担う訪問看護ステーショ
ン又は他の保険医療機関の看護師等と
同行し、指導を行った場合には、訪問
看護同行加算として、退院後１回に限
り、所定点数に加算する。

算定患者

別表第8の患者
（例）
・ 真皮を超える褥瘡の状態にある者

・人工肛門又は人工膀胱を設置してい
る状態にある者

・その他：認知症高齢者自立度判定Ⅲ
以上等も対象

①真皮を越える褥瘡の状態にある患者（在
宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合
にあっては真皮までの状態の患者）
②人工肛門若しくは人工膀胱周囲の皮膚に
びらん等の皮膚障害が継続若しくは反復し
て生じている状態にある患者
③人工肛門若しくは人工膀胱のその他の合
併症を有する患者

④悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を
行っている患者

①真皮を越える褥瘡の状態にある患者
（在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定
する場合にあっては真皮までの状態の
患者）
②人工肛門若しくは人工膀胱周囲の皮
膚にびらん等の皮膚障害が継続若しく
は反復して生じている状態にある患者
③人工肛門若しくは人工膀胱のその他
の合併症を有する患者
④悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療
法を行っている患者
⑤その他：特定行為関連

・ベッド上安静であって、既にDESIGN-R2020 による深さの評
価がd2 以上の褥瘡を有する者であって、かつ、次に掲げるアか
らオまでのいずれかを有する者
ア 重度の末梢循環不全のもの
イ 麻薬等の鎮痛・鎮静剤の持続的な使用が必要であるもの
ウ 強度の下痢が続く状態であるもの
エ 極度の皮膚脆弱であるもの
オ 皮膚に密着させる医療関連機器の長期かつ持続的な使用が必
要であるもの

看護師等の
条件

・医師・保健師・助産師・看護師であ
れば特別な資格は不要

①②③：皮膚・排泄ケア認定看護師
①：特定看護師（創傷管理関連）

④：「緩和ケア」「乳がん看護」「がん放
射線療法看護」「がん薬物療法看護」の認
定看護師、「がん看護」専門看護師

①②③：皮膚・排泄ケア認定看護師
④：「緩和ケア」「乳がん看護」「が
ん放射線療法看護」「がん薬物療法看
護」の認定看護師、「がん看護」専門
看護師
⑤：特定看護師（「呼吸器（長期呼吸
療法に係るもの）関連」「ろう孔管理
関連」「創傷管理関連」「栄養及び水
分管理に係る薬剤投与関連」「在宅・
慢性期領域パッケージ研修」）

＜在宅褥瘡対策チームの構成員＞
ア 常勤の医師
イ 保健師、助産師、看護師又は准看護師（訪問看護ステーショ
ンでも可）
ウ 管理栄養士（公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄
養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他
の保険医療機関でも可）
必要に応じて、理学療法士、薬剤師等
・在宅褥瘡対策チームのア又はイ（准看護師を除く。）のいず
れか１名以上については、在宅褥瘡管理者であること。

算定の条件

・入院保険医療機関の医師又は当該医
師の指示を受けた当該保険医療機関の
保健師、助産師又は看護師が患家、介
護保険施設又は指定障害者支援施設等
において患者又はその家族等の患者の
看護に当たる者に対して、在宅での療
養上必要な指導を行った場合に算定す
る。ただし、介護老人保健施設に入所
中又は医療機関に入院中の患者は算定
の対象としない。

・皮膚・排泄ケア認定看護師／特定看護師
（創傷管理関連）が通常の訪問看護師等と
同一日に訪問する。（同一日に行けば、一
緒でなくてもよい）

・「緩和ケア」「乳がん看護」「がん放射
線療法看護」「がん薬物療法看護」の認定
看護師、「がん看護」専門看護師も可

・通常の訪問看護の費用に加算する。

⑤特定行為のうち訪問看護において専
門の管理を必要とするものとは、以下
のアからキまでに掲げるものをいう。
ア 気管カニューレの交換
イ 胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカ
テーテル又は胃ろうボタンの交換
ウ 膀胱ろうカテーテルの交換
エ 褥瘡又は慢性創傷の治療における血
流のない壊死組織の除去
オ 創傷に対する陰圧閉鎖療法
カ 持続点滴中の高カロリー輸液の投与
量の調整
キ 脱水症状に対する輸液による補正

・初回訪問時に、在宅褥瘡管理者を含む在宅褥瘡対策チームの構成員の他、
必要に応じて当該患者の診療を行う医療関係職種が患家に一堂に会し、褥
瘡の重症度やリスク因子についてのアセスメントを行い、褥瘡の指導管理
方針について、カンファレンス（以下「初回カンファレンス」という。）
を実施し、在宅褥瘡診療計画を立案する。
・初回カンファレンス実施後、評価のためのカンファレンスの実施までの
間、在宅褥瘡対策チームの各構成員は、月１回以上、計画に基づき、適切
な指導管理を行い、その結果について情報共有する。
ウ 初回訪問後３月以内に、褥瘡の改善状況、在宅褥瘡診療計画に基づく指
導管理の評価及び必要に応じて見直し（以下「評価等」という。）のため
のカンファレンスを行う。２回目のカンファレンスにおいて評価等の結果、
更に継続して指導管理が必要な場合に限り、初回カンファレンスの後４月
以上６月以内の期間に３回目のカンファレンスにおいて評価等を実施する
ことができる。なお、３回目のカンファレンスでの評価等は、２回目のカ
ンファレンスの評価等の実施日から起算して３月以内に実施しなければな
らない。
・ 初回カンファレンス及び２回目以降のカンファレンスは、関係者全員が
患家に赴き実施することが原則であるが、以下のいずれも満たす場合は、
ビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる。
ア 当該カンファレンスに、当該保険医療機関から在宅褥瘡対策チームの構
成員として複数名参加すること
イ 当該保険医療機関の在宅褥瘡対策チームの構成員のうち、１名以上は患
家に赴きカンファレンスを行っていること 28 28
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１ 在宅療養指導管理料は、当該指導管理が必要かつ適切であると医師が判断した患者について、患者又は患
者の看護に当たる者に対して、当該医師が療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行った上で、当
該患者の医学管理を十分に行い、かつ、各在宅療養の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等を行い、
併せて必要かつ十分な量の衛生材料及び保険医療材料（以下この項において「衛生材料等」という。）を支
給した場合に算定する。
ただし、当該保険医療機関に来院した患者の看護者に対してのみ当該指導を行った場合には算定できない。
なお、衛生材料等の支給に当たっては、以下の２又は３の方法によることも可能である。

２ 衛生材料又は保険医療材料の支給に当たっては、当該患者へ訪問看護を実施している訪問看護事業者から、
訪問看護計画書（「訪問看護計画書等の記載要領等について」別紙様式１）により必要とされる衛生材料等
の量について報告があった場合、医師は、その報告を基に療養上必要な量について判断の上、患者へ衛生材
料等を支給する。
また、当該訪問看護事業者から、訪問看護報告書（「訪問看護計画書等の記載要領等について」別紙様式
２）により衛生材料等の使用実績について報告があった場合は、医師は、その内容を確認した上で、衛生材
料等の量の調整、種類の変更等の指導管理を行う。

３また、医師は、２の訪問看護計画書等を基に衛生材料等を支給する際、保険薬局
（当該患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行っており、地域支援体制加算又
は在宅薬学総合体制加算の届出を行っているものに限る。）又は当該衛生材料等の
製造販売業者（販売業の許可を得ているものに限る。）に対して、必要な衛生材料
等の提供を指示することができる

12 保険医療機関が在宅療養指導管理料を算定する場合には、当該指導管理に要するアルコール等の消毒薬、
衛生材料（脱脂綿、ガーゼ、絆創膏等）、酸素、注射器、注射針、翼状針、カテーテル、膀胱洗浄用注射器、
クレンメ等は、当該保険医療機関が提供すること。なお、当該医療材料の費用は、別に診療報酬上の加算等
として評価されている場合を除き所定点数に含まれ、別に算定できない。

第２節 在宅療養指導管理料
第１款 在宅療養指導管理料

31
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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について（通知）（令和８年３月５日保医発0305第６号）
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<在宅療養指導管理料>

32
診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和８年厚生労働省告示第69号）令和８年３月５日

Ｃ１００ 退院前在宅療養指導管理料  120点
Ｃ１０１ 在宅自己注射指導管理料 １ 複雑な場合  1,230点

 ２ １以外の場合
 イ月27回以下の場合 650点
 ロ月28回以上の場合 750点

Ｃ１０１－２ 在宅小児低血糖症患者指導管理料 820点
Ｃ１０１－３ １在宅妊娠糖尿病患者指導管理料１  150点

２ 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料２  150点
Ｃ１０２ １ 在宅自己腹膜灌流指導管理料１  4,000点
  ２ 在宅自己腹膜灌流指導管理料２ 1,500点
Ｃ１０２－２ 在宅血液透析指導管理料 10,000点
Ｃ１０３ 在宅酸素療法指導管理料

１ チアノーゼ型先天性心疾患の場合  520点
２ その他の場合   2,400点

Ｃ１０４ 在宅中心静脈栄養法指導管理料  3,000点
Ｃ１０５ 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料  2,500点
Ｃ１０５－２ 在宅小児経管栄養法指導管理料  1,050点
Ｃ１０５－３ 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料  2,500点
Ｃ１０６ 在宅自己導尿指導管理料  1,400点
Ｃ１０７ 在宅人工呼吸指導管理料  2,800点
Ｃ１０７－２ 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

１ 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料１ 2,250点
２ 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料２ 240点

Ｃ１０７－３ １在宅ハイフローセラピー指導管理料 １ 2,400点
  ２在宅ハイフローセラピー指導管理料 ２ 2,400点
Ｃ１０８ 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料   1,500点
  １ 悪性腫瘍の場合 1,500点
  ２ 筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの場合 1,500点
  ３ 心不全、呼吸器疾患又は腎不全の場合  1,500点
Ｃ１０８－２ 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料 1,500点
Ｃ１０８－３ 在宅強心剤持続投与指導管理料  1,500点
Ｃ１０８－４ 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料 1,500点
Ｃ１０９ 在宅寝たきり患者処置指導管理料  1,050点
Ｃ１１０ 在宅自己疼痛管理指導管理料 1,300点
Ｃ１１０－２ 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料 810点
Ｃ１１０－３ 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料 810点
Ｃ１１０－４ 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料 810点
Ｃ１１０－５ 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料 810点
Ｃ１１１ 在宅肺高血圧症患者指導管理料  1,500点
Ｃ１１２ 在宅気管切開患者指導管理料 900点
Ｃ１１２－２ 在宅喉頭摘出患者指導管理料  900点
Ｃ１１３ 削除
Ｃ１１４ 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料  1,000点
Ｃ１１５ 削除
Ｃ１１６ 在宅植込型補助人工心臓（非拍動流型）指導管理料 45,000点
Ｃ１１７ 在宅経腸投薬指導管理料  1,500点
Ｃ１１８ 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料  2,800点
Ｃ１１９ 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料  800点
Ｃ１２０ 在宅中耳加圧療法指導管理料 1,800点
Ｃ１２１在宅抗菌薬吸入療法指導管理料  800点

2026
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在宅での創傷被覆材

①在宅療養指導管理料
＋

②皮下組織に至る褥瘡
（筋肉、骨等に至る褥瘡を含む。）

（ＤＥＳＩＧＮ－Ｒ分類Ｄ３、Ｄ４及びＤ５）

2026
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効能・効果
難治性皮膚疾患処置指導管理料

の時の保険償還範囲
難治性皮膚疾患処置指導管理料
以外の時の保険償還範囲

表皮の創傷

真皮に至る創傷

皮下組織に至る創傷

筋肉・骨に至る創傷

真皮用

皮下組織用

筋・骨用

真皮用

皮下組織用

筋・骨用

真皮用

皮下組織用

筋・骨用

皮膚欠損用創傷被覆材の
薬事承認上の「使用目的又は効果」と保険償還の関係

使用目的又は効果

2026
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＜非固着性シリコンガーゼ＞の薬事承認上の「使用目的又は効果」
●創部の保護及び固着防止に用いること。

＜創傷被覆材＞の薬事承認上の「使用目的又は効果」
● 真皮までの創傷に対する「創の保護」、「湿潤環境の維持」、「治癒
の促進」、「疼痛の軽減」を目的とする。

● 皮下脂肪組織までの創傷（Ⅲ度熱傷を除く。）に対する「創の保護」、
「湿潤環境の維持」、「治癒の促進」、「疼痛の軽減」を目的とする。

＜抗菌性創傷被覆材＞の薬事承認上の「使用目的又は効果」
● 真皮までの創傷に対する「創の保護」、「湿潤環境の維持」、「治癒
の促進」、「疼痛の軽減」を目的とする。
本品は、感染を引き起こす可能性が高く、浸出液を伴う創傷に使用すること。

● 皮下脂肪組織までの創傷（Ⅲ度熱傷を除く。）に対する「創の保護」、
「湿潤環境の維持」、「治癒の促進」、「疼痛の軽減」を目的とする。
本品は、感染を引き起こす可能性が高く、浸出液を伴う創傷に使用すること。

薬事承認
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効能・効果
難治性皮膚疾患処置指導管理料

の時の保険償還範囲
難治性皮膚疾患処置指導管理料
以外の時の保険償還範囲

表皮の創傷

真皮に至る創傷

皮下組織に至る創傷

筋肉・骨に至る創傷

真皮用

皮下組織用

筋・骨用

真皮用

皮下組織用

筋・骨用

真皮用

皮下組織用

筋・骨用

皮膚欠損用創傷被覆材の
薬事承認上の「使用目的又は効果」と保険償還の関係

使用目的又は効果
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101 皮膚欠損用創傷被覆材

(１) 主として創面保護を目的とする被覆材の費用は、当該材料を使用する手技料の
所定点数に含まれ、別に算定できない。

(２) 皮膚欠損用創傷被覆材は、いずれも２週間を標準として、特に必要と認められ
る場合については３週間を限度として算定できる。また、同一部位に対し複数の創
傷被覆材を用いた場合は、主たるもののみ算定する。

(３) 皮膚欠損用創傷被覆材は、以下の場合には算定できない。

ア 手術縫合創に対して使用した場合
イ 真皮に至る創傷用を真皮に至る創傷又は熱傷以外に使用した場合
ウ 皮下組織に至る創傷用・標準型又は皮下組織に至る創傷用・異形型を皮下組織
に至る創傷又は熱傷以外に使用した場合
エ 筋・骨に至る創傷用を筋・骨に至る創傷又は熱傷以外に使用した場合

2026

特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について（令和８年３月５日保医発0305第１号）
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在宅008、009 調剤012、013
皮膚欠損用創傷被覆材、非固着性シリコンガーゼ

(１) 皮膚欠損用創傷被覆材及び非固着性シリコンガーゼは、いずれかの在宅療養指導管理料を
算定している場合であって、在宅での療養を行っている通院困難な患者のうち、皮下組織に至
る褥瘡（筋肉、骨等に至る褥瘡を含む。）（ＤＥＳＩＧＮ－Ｒ分類Ｄ３、Ｄ４及びＤ５）を有
する患者の当該褥瘡に対して使用した場合又は区分番号「Ｃ１１４」在宅難治性皮膚疾患処置
指導管理料を算定している患者に対して使用した場合に限り算定できる。

(２) 皮膚欠損用創傷被覆材について、同一の部位に対し複数の創傷被覆材を用いた場合は、主
たるもののみ算定する。

(３) 区分番号「Ｃ１１４」在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を算定している患者以外に対し
て使用する場合は、いずれも原則として３週間を限度として算定する。それ以上の期間におい
て算定が必要な場合には、診療報酬明細書の摘要欄に詳細な理由を記載する。

2026

特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について（令和８年３月５日保医発0305第１号）

在宅



Takamizu
39

101 皮膚欠損用創傷被覆材

 (１) 真皮に至る創傷用     １㎠当たり6円

 (２) 皮下組織に至る創傷用
    ① 標準型     １㎠当たり10円
    ② 異形型     １ｇ当たり35円

(３) 筋・骨に至る創傷用      １㎠当たり25円

102 真皮欠損用グラフト      １㎠当たり452円

103 非固着性シリコンガーゼ
 (１) 広範囲熱傷用      1,080円
 (２) 平坦部位用       142円
 (３) 凹凸部位用       309円

105 デキストラノマー       １ｇ当たり145円

159 局所陰圧閉鎖処置用材料     １㎠当たり18円

180 陰圧創傷治療用カートリッジ     19,800円

医科点数表の第２章第３部、第４部、第５部、第６部、第９部、
第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料
（フィルムを除く。）及びその材料価格

2026

特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について（令和８年３月５日保医発0305第１号）
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008 皮膚欠損用創傷被覆材

 (１) 真皮に至る創傷用      １㎠当たり6円

 (２) 皮下組織に至る創傷用
    ① 標準型      １㎠当たり10円
    ② 異形型      １ｇ当たり35円

(３) 筋・骨に至る創傷用      １㎠当たり25円

009 非固着性シリコンガーゼ
 (１) 広範囲熱傷用       1,080円
 (２) 平坦部位用       142円
 (３) 凹凸部位用       309円

013 局所陰圧閉鎖処置用材料      １㎠当たり18円

014 陰圧創傷治療用カートリッジ     19,800円

Ⅰ 診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）
別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」という。）
の第２章第２部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格

2026

特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について（令和８年３月５日保医発0305第１号）

在宅
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保険償還あり
医療機器

医療機器は機能別収載
同じ機能の製品は同じ価格
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効能・効果
難治性皮膚疾患処置指導管理料

の時の保険償還範囲
難治性皮膚疾患処置指導管理料
以外の時の保険償還範囲

表皮の創傷

真皮に至る創傷

皮下組織に至る創傷

筋肉・骨に至る創傷

真皮用

皮下組織用

筋・骨用

真皮用

皮下組織用

筋・骨用

真皮用

皮下組織用

筋・骨用

皮膚欠損用創傷被覆材の
薬事承認上の「使用目的又は効果」と保険償還の関係

使用目的又は効果

2026
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厚生労働省 中央社会保険医療協議会 在宅（その３）2025-11-12
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出典：厚生労働省 平成26年度診療報酬改定説明会(平成26年3月5日開催)資料等について を加工
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112857.html
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000039894.pdf

2014

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112857.html
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000039894.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000039894.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000039894.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000039894.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000039894.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000039894.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000039894.pdf
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出典：厚生労働省 平成28年度診療報酬改定説明会(平成28年3月4日開催)資料等について を加工
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112857.html
平成28年度診療報酬改定の概要
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115977.pdf

2016

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112857.html
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115977.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115977.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115977.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115977.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115977.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115977.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115977.pdf
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厚生労働省 2026年3月5日 00_令和８年度診療報酬改定の概要【医科全体版】

2026
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159 局所陰圧閉鎖処置用材料

(１) 局所陰圧閉鎖処置用材料は以下の場合にのみ算定できる。

ア外傷性裂開創（一次閉鎖が不可能なもの）
イ外科手術後離開創・開放創
ウ四肢切断端開放創
エデブリードマン後皮膚欠損創
オ術後縫合創（手術後の切開創手術部位感染のリスクを低減する目的で使用した場合に限る。）

(２) 主として創面保護を目的とする被覆材の費用は、当該材料を使用する手技料の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(３ ) 局所陰圧閉鎖処置用材料は局所陰圧閉鎖処置開始日より３週間を標準として算定できる。特に必要と認められる場合につ
いては４週間を限度として算定できる。３週間を超えて算定した場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠
を詳細に記載すること。ただし、感染等により当該処置を中断した場合にあっては、当該期間は治療期間に含めない。

(４) 局所陰圧閉鎖処置用材料を使用した場合は、処置開始日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(５) (１)「オ」については、区分番号「Ａ３０１」特定集中治療室管理料、区分番号「Ａ３０１－３」脳卒中ケアユニット入院
医療管理料、区分番号「Ａ３０１－４」小児特定集中治療室管理料、区分番号「Ａ３０２」新生児特定集中治療室管理料又は区
分番号「Ａ３０３」総合周産期特定集中治療室管理料を算定する患者であって、次に掲げる患者に対して使用した場合に限り算
定できる。その際、次に掲げる患者のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。
ア ＢＭＩが30 以上の肥満症の患者
イ 糖尿病患者のうち、ヘモグロビンＡ１ｃ（ＨｂＡ１ｃ）がＪＤＳ値で6.6％
以上（ＮＧＳＰ値で7.0％以上）の者
ウ ステロイド療法を受けている患者
エ 慢性維持透析患者
オ 免疫不全状態にある患者
カ 低栄養状態にある患者
キ 創傷治癒遅延をもたらす皮膚疾患又は皮膚の血流障害を有する患者
ク 手術の既往がある者に対して、同一部位に再手術を行う患者

(６) (１)「オ」について、(５)以外の患者に対して使用した場合は、局所陰圧閉鎖処置用材料に係る費用はそれぞれの手術の所
定点数に含まれ、局所陰圧閉鎖処置用材料は算定できない。

特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について（令和８年３月５日保医発0305第１号）

・通常のNPWTについて整理です。腹部開放創、切開創SSI予防は除く

2026
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180 陰圧創傷治療用カートリッジ

(１) 陰圧創傷治療用カートリッジは以下の場合に算定する。

ア入院中の患者以外の患者に対して使用した場合

イ入院中の患者に対して使用した場合（術後縫合創に対して、手術後の切開創手術部位感染のリスクを低
減する目的で使用した場合に限る。）

(２) (１)「イ」については、区分番号「Ａ３０１」特定集中治療室管理料、区分番号「Ａ３０１－３」脳卒
中ケアユニット入院医療管理料、区分番号「Ａ３０１－４」小児特定集中治療室管理料、区分番号「Ａ３
０２」新生児特定集中治療室管理料又は区分番号「Ａ３０３」総合周産期特定集中治療室管理料を算定す
る患者であって、次に掲げる患者に対して使用した場合に限り算定できる。その際、次に掲げる患者のい
ずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。

ア ＢＭＩが30 以上の肥満症の患者
イ 糖尿病患者のうち、ヘモグロビンＡ１ｃ（ＨｂＡ１ｃ）がＪＤＳ値で6.6％
以上（ＮＧＳＰ値で7.0％以上）の者
ウ ステロイド療法を受けている患者
エ 慢性維持透析患者
オ 免疫不全状態にある患者
カ 低栄養状態にある患者
キ 創傷治癒遅延をもたらす皮膚疾患又は皮膚の血流障害を有する患者
ク 手術の既往がある者に対して、同一部位に再手術を行う患者

(３) (１)「イ」について、(２)以外の患者に対して使用した場合は、陰圧創傷治療用カートリッジに係る費
用はそれぞれの手術の所定点数に含まれ、陰圧創傷治療用カートリッジは算定できない。

・通常のNPWTについて整理です。腹部開放創、切開創SSI予防は除く

特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について（令和８年３月５日保医発0305第１号）

2026
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013 局所陰圧閉鎖処置用材料

(１) 局所陰圧閉鎖処置用材料は以下の場合にのみ算定できる。
ア 外傷性裂開創（一次閉鎖が不可能なもの）
イ 外科手術後離開創・開放創
ウ 四肢切断端開放創
エ デブリードマン後皮膚欠損創

(２) 主として創面保護を目的とする被覆材の費用は、当該材料を使用する手技料の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(３ ) 局所陰圧閉鎖処置用材料は局所陰圧閉鎖処置開始日より３週間を標準として算定できる。特に必要と認められる場合につ
いては４週間を限度として算定できる。３週間を超えて算定した場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根
拠を詳細に記載すること。ただし、感染等により当該処置を中断した場合にあっては、当該期間は治療期間に含めない。

(４) 局所陰圧閉鎖処置用材料を使用した場合は、処置開始日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(５) 訪問看護ステーション等の看護師等が局所陰圧閉鎖処置用材料を使用して処置を実施する場合には、十分な経験のある医
師の指示の下で実施し、当該医師と十分な連携を図ること。

(６) 局所陰圧閉鎖処置用材料は、陰圧創傷治療用カートリッジと併用し、関連学会等の定める適正使用に係
る指針を遵守して使用した場合に限り算定する。

014 陰圧創傷治療用カートリッジ

(１) 訪問看護ステーション等の看護師等が局所陰圧閉鎖処置用材料を使用して処置を実施する場合には、十分な経験のある医
師の指示の下で実施し、当該医師と十分な連携を図ること。

(２) 陰圧創傷治療用カートリッジは、関連学会等の定める適正使用に係る指針を遵守して使用した場合

に限り算定する。

在宅

・通常のNPWTについて整理です。腹部開放創、切開創SSI予防は除く

特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について（令和８年３月５日保医発0305第１号）

2026
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在宅医療における「局所陰圧閉鎖療法」の適正使用に係る適正使用指針の策定について
(追記変更のご連絡)

一般社団法人 日本形成外科学会
理事長 貴志 和生

上記に対して，日本形成外科学会として，在宅医療における「局所陰圧閉鎖療法」の適正使用に関して検討し，下記の適正使
用指針を策定致しました。

＜適応＞
外傷性裂開創（一次閉鎖が不可能なもの）
外科手術後離開創・開放創
四肢切断端開放創
デブリードマン後皮膚欠損創

＜禁忌＞
悪性腫瘍がある創傷
臓器と交通している瘻孔，及び未検査の瘻孔がある創傷
陰圧を付加することによって瘻孔が難治化する可能性のある創傷（髄液瘻や消化管瘻、肺瘻など）
痂皮を伴う壊死組織を除去していない創傷

＜実施者要件＞
医師又は訪問看護ステーション等の看護師等（創傷管理関連の特定行為研修を修了したもの，
もしくは日本看護協会が定める皮膚・排泄ケアに関する認定看護師教育過程を修了した者に限る）
日本在宅医療連合学会の認定教育制度を修了した者

＜実施に関する留意事項＞
訪問看護ステーション等の看護師等（創傷管理関連の特定行為研修を修了したもの、日本看護協会が定める
皮膚・排泄ケアに関する認定看護師教育過程、もしくは日本在宅医療連合学会の認定教育制度を修了した者
に限る）が当該材料を使用して処置を実施する場合には、創傷治療および陰圧閉鎖療法の十分な経験のある
医師（形成外科専門医等）の指示の下で実施し、当該医師と十分な連携を図ること

https://jsprs.or.jp/member/committee/wp-content/uploads/2023/10/iryouanzen_oshirase20231012.pdf
https://jsprs.or.jp/member/committee/iryo-anzen/

・通常のNPWTについて整理です。腹部開放創、切開創SSI予防は除く
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ご清聴ありがとうございました。

講演スライドは、
九州・沖縄地方会のHPにUPしていただきます。

ややこしい医療保険制度、介護保険制度ですが、
有効に制度活用して、よりよい褥瘡治療・ケアに
結びつけていただければ幸いです。

よろしくお願い申し上げます。
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